
　
前
年
度
で
あ
る

2
0
1
3
年
度
の

京
都
府
保
険
医
協

会
に
報
告
さ
れ
た

紛
争
件
数
は
29
件

で
、
20
件
台
ま
で

減
少
し
た
の
は
、
1
9
8
1

年
度
以
来
で
あ
る
。
こ
れ
は
非

常
に
好
ま
し
い
傾
向
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
17
年
度
前

後
に
こ
の
件
数
は
増
加
に
転
ず

る
か
も
し
れ
な
い
。
協
会
の
45

年
の
医
事
紛
争
の
統
計
か
ら
の

推
測
に
よ
る
と
、
医
事
紛
争
の

件
数
は
不
思
議
な
こ
と
に
お
よ

そ
10
年
ご
と
に
山
が
あ
り
、
そ

の
年
度
が
17
年
度
前
後
に
当
た

る
。
10
年
前
に
医
事
紛
争
数
が

増
加
に
転
じ
た
要
因
の
一
つ
は

マ
ス
コ
ミ
の
医
療
事
故
報
道
が

き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
記

憶
に
新
し
い
。

　
折
し
も
最
近
、
某
大
学
病
院

の
小
児
に
対
す
る
麻
酔
事
故
を

は
じ
め
医
療
事
故
報
道
が
や
や

増
え
つ
つ
あ
る
の
は
偶
然
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
来
年
秋
に
は

医
療
版
事
故
調
査
制
度
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お

り
、
加
え
て
混
合
診
療
の
拡
大

や
医
療
介
護
提
供
体
制
の
改
革

に
よ
り
、
ま
す
ま
す
医
療
事
故

に
関
す
る
関
心
が
深
ま
っ
て
い

く
と
思
わ
れ
る
。

　
先
述
の
如
く
、
現
時
点
で
は

全
国
的
に
も
医
事
紛
争
は
減
少

傾
向
に
あ
る
。
医
療
裁
判
の
医

療
機
関
側
の
勝
訴
率
も
、
最
低

だ
っ
た
5
割
台
か
ら
8
割
近
く

ま
で
回
復
を
見
せ
て
い
る
。
今

が
、
医
療
安
全
と
し
て
は
最
も

落
ち
着
い
て
い
る
時
期
か
も
し

れ
な
い
。「
懸
念
さ
れ
る
第
二

次
医
療
崩
壊
」、
少
し
オ
ー

バ
ー
な
表
現
か
も
し
れ
な
い

が
、
可
能
性
と
し
て
は
十
分
あ

り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
前
回
の

医
療
崩
壊
で
は
医
事
紛
争
や
医

療
事
故
の
増
加
と
そ
れ
を
助
長

す
る
か
の
よ
う
な
マ
ス
コ
ミ
報

道
に
よ
り
、
医
師
を
は
じ
め
、

医
療
従
事
者
の
心
は
折
れ
、
医

療
に
携
わ
る
誇
り
も
消
え
失
せ

よ
う
と
し
て
い
た
。

　
我
々
、
協
会
の
医
療
安
全
対

策
は
、
こ
う
い
う
事
態
を
二
度

と
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、

理
論
の
み
で
な
く
、
会
員
の
皆

さ
ま
の
目
線
に
立
っ
て
実
地
活

動
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ

の
姿
勢
を
保
ち
続
け
る
こ
と

で
、
医
療
従
事
者
と
し
て
の
誇

り
を
守
り
、
国
民
の
健
康
と
安

全
を
守
る
団
体
と
し
て
存
在
し

続
け
た
い
。
前
述
の
予
測
が
会

員
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
関
係

者
の
努
力
に
よ
り
良
い
意
味
で

大
幅
に
外
れ
る
こ
と
を
心
か
ら

望
む
と
と
も
に
協
会
と
し
て
も

全
力
を
挙
げ
て
医
療
事
故
減
少

に
寄
与
す
る
よ
う
邁
進
し
て
い

き
た
い
。

医
療
安
全
に
か
か
わ
る
今
後
の
予
想

　
懸
念
さ
れ
る
第
二
次
医
療
崩
壊

　
文
献
に
よ

る
と
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ

の
歴
史
は
古

く
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
は
こ
の

病
気
と
み
ら
れ
る
記
録
が
残
っ

て
い
る
。
日
本
で
も
、
江
戸
時

代
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
長
崎

か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
幾
度
か
全
国
的
に
流

行
し
、「
お
七
か
ぜ
」「
谷
風
」

「
琉
球
風
」「
お
駒
風
」
な
ど
世

相
を
反
映
し
た
呼
び
方
が
あ
っ

た
。
幕
末
ご
ろ
、
蘭
学
者
に
よ

り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
性

感
冒
と
翻
訳
さ
れ
た
▼
1
9
1

8
年
か
ら
1
9
1
9
年
に
流

行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、
感

染
者
数
約
6
億
人
、
死
亡
者
数

約
5
0
0
0
万
人
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
お
か
げ
で
、
第
1
次
世
界

大
戦
は
終
結
し
た
。
か
の
天
才

画
家
グ
ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
も

ウ
イ
ー
ン
で
、
1
9
1
8
年

に
、
こ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

罹
患
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
▼

今
年
は
、
季
節
は
ず
れ
の
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
た
。
Ｂ

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
6
月
初

旬
頃
ま
で
あ
り
、
今
ま
で
と
は

様
相
が
違
う
▼
そ
し
て
、
今
最

も
恐
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
。
今
年
4
月

12
日
に
熊
本
県
に
お
い
て
、
高

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が

発
生
し
た
。
球
磨
郡
多
良
木
町

の
養
鶏
農
場
の
鳥
が
全
て
淘
汰

さ
れ
、
大
事
に
い
た
ら
な
か
っ

た
▼
ま
た
、
い
つ
高
病
原
性
の

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生

し
、
い
つ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起

こ
る
か
分
か
ら
な
い
。
今
か
ら

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
備
え

る
こ
と
が
肝
要
だ
。
諺
に
あ

る
、「
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な

し
」。 

（
蝸
牛
庵
）

医療・介護関係の主な項目を抜粋

「経済財政運営と改革の基本方針2014」より社会保障改革
①医療・介護提供体制の適正化
○地域医療構想の策定、病床数等の目標設定と政策効果検証
○都道府県が医療費の水準などの目標を設定するための標準的算定式を国が示す
②保険者機能の強化と予防・健康管理の取組
○医療費適正化へのインセンティブを強化する観点から、後期高齢者支援金の加
算・減算の仕組みの活用を検討
○高齢者の患者負担についてさらに負担能力に応じた負担とすることを検討
○本人の予防・健康管理への取組に応じてインセンティブを付与する取組を推進
○レセプトデータ等への社会保障・税番号等の番号の導入について早急に検討
③介護報酬・診療報酬等
○15年度介護報酬改定で社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえ適正化
○医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点の導入
④薬価・医薬品に係る改革
○一定期間内の処方箋を繰返し利用する制度（リフィル制度）などを検討
○薬価調査・薬価改定の在り方について、診療報酬本体への影響にも留意しつ
つ、その頻度を含めて検討

「日本再興戦略改訂2014」より戦略市場創造プラン
①効率的で質の高いサービス提供体制の確立
○複数医療法人や社会福祉法人等を統括し、一体的な経営を可能とする「非営利
ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）」の創設（年内に結論）
○医療法人制度に関する規制の見直し（年内検討）
○看護師、薬剤師等の医師以外の者の業務範囲の在り方の検討（年内に所要の措置）
②公的保険外のサービス産業の活性化
○個人、保険者、経営者等への健康・予防インセンティブの付与（保険制度上の
対応等所要の措置を15年度中に講じることを目指す）
○医療用医薬品から一般用医薬品への移行促進（14年度から順次）
③保険給付対象範囲の整理・検討
○保険外併用療養費制度の大幅拡大（評価療養における再生医療や医療機器の専
門評価組織◇選定療養の対象拡充を含めた見直しの仕組みの構築◇革新的な医
療技術等の保険適用の評価時の費用対効果分析の導入等◇「日本版コンパッ
ショネートユース」の導入◇患者申出療養の創設）
④医療介護のＩＣＴ化

「規制改革実施計画」より分野別措置事項の健康・医療分野
①新たな保険外併用の仕組みの創設
○患者申出療養の創設（次期通常国会への法案提出目指す）
②介護等事業における経営管理強化とイコールフッティング確立
○社会福祉法人の内部留保の位置付けの明確化・社会貢献での活用（14年度結
論、その後制度的措置）
③革新的な医薬品・医療機器の価格に関する制度の改善
④最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築
○地域ごとの人口当たり医師・看護師数、医療機器数、診療科ごとの医師数の把
握と公表、不足する地域や診療科への就業インセンティブの充実（14年度措置）
○急性期を担う医療機関のみに適用されるよう７対１入院基本料の在り方検討
（16年度診療報酬改定に併せ検討・結論）
○プライマリ・ケアを専門に担う医師の育成（14年度措置）
⑤生活の場での医療・介護環境の充実
○在宅診療を主として行う診療所の開設要件の明確化（14年度検討・結論）
⑥医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築
⑦保険者機能の充実・強化に向けた環境整備
○未コード化傷病名の不適切な使用の削減（14年度中結論）
○転帰記載等レセプト適切記入の指導等によりデータ分析可能な環境整備（14年
度中措置）
○保険者が全てのレセプト点検を可能とする仕組みの導入（14年度結論、結論を
得次第措置）
○支払基金と国保連の審査ルールおよび査定結果の共有化（14年度措置）
○医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築（14年度検討・措置）
⑧医療機関の経営基盤の強化
○医師、歯科医師以外の者が医療法人理事長となる場合の実態調査（14年度措置）
⑨看護師の「特定行為」の整備
○看護師の特定行為の対象を見直す枠組み検討（14年度結論）

　
政
府
は
6
月
24
日
の
臨
時
閣

議
で
、「
経
済
財
政
運
営
と
改

革
の
基
本
方
針
2
0
1
4
」

（
骨
太
の
方
針
）
と
「
日
本
再

興
戦
略
改
訂
2
0
1
4
―
未

来
へ
の
挑
戦
」（
成
長
戦
略
改

訂
版
）、「
規
制
改
革
実
施
計

画
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
年
末

の
15
年
度
予
算
編
成
や
税
制
改

正
大
綱
な
ど
に
反
映
さ
せ
る
。

　
骨
太
の
方
針
で
は
、
法
人
実

効
税
率
引
き
下
げ
を
打
ち
出
す

一
方
で
、
医
療
・
介
護
を
中
心

に
社
会
保
障
給
付
に
つ
い
て

「
い
わ
ゆ
る
『
自
然
増
』
も
含

め
聖
域
な
く
見
直
し
、
徹
底
的

に
効
率
化
・
適
正
化
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
」
と
、
抑
制
方
針

を
明
確
に
し
た
。

都
道
府
県
に
抑
制
目
標

　
具
体
的
に
は
、
15
年
の
医
療

保
険
制
度
改
定
に
向
け
て
「
都

道
府
県
に
よ
る
地
域
医
療
構
想

と
整
合
的
な
医
療
費
の
水
準
や

医
療
の
提
供
に
関
す
る
目
標
が

設
定
さ
れ
、
そ
の
実
現
の
た
め

の
取
り
組
み
が
加
速
さ
れ
る
よ

う
、
医
療
費
適
正
化
計
画
の
見

直
し
を
検
討
す
る
」
と
し
、
都

道
府
県
が
目
標
設
定
す
る
た
め

の
標
準
的
な
算
定
式
を
国
が
示

す
こ
と
も
盛
り
込
ん
だ
。

　
ま
た
、「
毎
年
実
施
」
を
盛

り
込
む
か
が
焦
点
と
な
っ
た
薬

価
調
査
・
薬
価
改
定
に
つ
い
て

は
「
在
り
方
に
つ
い
て
、
診
療

報
酬
本
体
へ
の
影
響
に
も
留
意

し
つ
つ
、
そ
の
頻
度
も
含
め
て

検
討
す
る
」
と
し
た
。

患
者
申
出
療
養
を
盛
込

　
一
方
で
「
日
本
の
『
稼
ぐ

力
』
を
取
り
戻
す
」
こ
と
を
掲

げ
た
成
長
戦
略
改
訂
版
は
、
①

医
療
・
介
護
等
を
一
体
的
に
提

供
す
る
「
非
営
利
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
型
法
人
制
度

（
仮
称
）」
の
創
設
②
保
険
外
併

用
療
養
費
制
度
の
新
た
な
仕
組

み
と
し
て
「
患
者
申
出
療
養

（
仮
称
）」
の
創
設
③
健
康
増

進
・
予
防
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
高
め
る
こ
と
に
よ
る
公
的

負
担
の
低
減
と
公
的
保
険
外
の

多
様
な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
の
創

出
―
を
三
つ
の
重
点
と
し
て
盛

り
込
ん
だ
。

　
「
規
制
改
革
実
施
計
画
」は
、

患
者
申
出
療
養
の
創
設
や
保
険

者
に
よ
る
全
て
の
レ
セ
プ
ト
点

検
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
の
導

入
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
。

　
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
の
経

済
政
策
は
、
官
邸
に
設
け
ら
れ

た
4
会
議
で
検
討
さ
れ
た
。
骨

太
方
針
は
経
済
財
政
諮
問
会

議
、
成
長
戦
略
は
産
業
競
争
力

会
議
が
策
定
（
ど
ち
ら
も
議
長

は
安
倍
首
相
）。
規
制
改
革
実

施
計
画
は
民
間
有
識
者
ら
で
構

成
す
る
規
制
改
革
会
議
（
議

長
：
岡
素
之
住
友
商
事
株
式
会

社
相
談
役
）
の
答
申
（
6
月
13

日
）
を
踏
ま
え
た
も
の
。
さ
ら

に
地
域
限
定
の
規
制
緩
和
策
を

検
討
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域

諮
問
会
議
（
議
長
：
安
倍
首

相
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
相
互

に
反
映
さ
れ
、
同
時
に
決
定
さ

れ
た
。
安
倍
政
権
は
、
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
第
三
の
矢
「
成
長
戦

略
」
の
目
標
で
あ
る
「
稼
ぐ

力
」
を
露
骨
に
示
し
な
が
ら
、

医
療
に
つ
い
て
は
徹
底
し
た
費

用
抑
制
と
稼
ぐ
た
め
の
産
業
化

を
二
正
面
の
方
針
と
し
て
い
く

こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

医療の費用抑制と産業化鮮明に
骨太方針や成長戦略など決定
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主な内容

在
宅
自
己
注
管
理
料
の
改
善
を�

（
3
面
）

患
者
申
出
療
養
の
撤
回
を�

（
4
面
）

社
保
研
レ
ポ
ー
ト
・
レ
セ
プ
ト
画
面
審
査�

（
6
面
）



　
今
回
の
改
定
で
は
、
診
療
所

に
お
い
て
算
定
す
る
再
診
料
の

加
算
点
数
と
し
て
、
地
域
包
括

診
療
加
算
（
20
点
）
が
新
設
さ

れ
た
。
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
、

脂
質
異
常
症
、
認
知
症
の
う
ち

二
つ
以
上
の
疾
患
を
有
す
る
全

年
齢
の
患
者
を
対
象
と
し
て
、

療
養
上
必
要
な
指
導
、
服
薬
管

理
、
健
康
管
理
、
介
護
保
険
に

係
る
相
談
、
在
宅
医
療
の
提
供

な
ど
を
行
う
こ
と
が
算
定
要
件

と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
加
算
を

算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
処
方

料
、
処
方
せ
ん
料
、
薬
剤
料
に

つ
い
て
7
種
類
以
上
の
内
服
薬

の
減
算
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
ま
た
、
在
宅
自
己
注
射
指
導

管
理
料
の
「
2
」
の
点
数
が
、

指
示
し
た
自
己
注
射
の
総
回
数

に
応
じ
た
四
つ
に
区
分
さ
れ
、

引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　
主
に
こ
の
2
点
に
つ
い
て
、

意
見
を
訊
い
た
。

内
服
薬
投
薬
の
7
剤
制
限

は
無
条
件
に
撤
廃
す
べ
き

　
診
療
所
（
40
人
）
の
う
ち
、

地
域
包
括
診
療
加
算
を
「
届
け

出
た
」
と
回
答
し
た
の
は
13
％

（
5
人
）
だ
っ
た
。
な
お
、
近

畿
厚
生
局
京
都
事
務
所
に
よ
れ

ば
2
0
1
4
年
6
月
4
日
現

在
、
地
域
包
括
診
療
加
算
を
届

け
出
た
診
療
所
は
、
府
内
診
療

所
数
の
12
％（
3
1
0
件
）
で

あ
る
。

　
逆
に「
届
け
出
て
い
な
い
」と

回
答
し
た
の
は
診
療
所
の
85
％

（
34
人
）だ
っ
た
。そ
の
理
由
で

一
番
多
い
の
は
「
往
診
を
含
め

て
、
在
宅
医
療
を
提
供
で
き
な

い
」
で
35
％（
12
人
）、続
い
て

「
届
出
を
検
討
し
た
が
、施
設
基

準
を
満
た
せ
な
か
っ
た
」
29
％

（
10
人
）、「
こ
の
点
数
が
気
に
入

ら
な
い
」
9
％（
3
人
）、「
患

者
負
担
が
増
え
る
た
め

断
念
し
た
」
6
％
（
2

人
）で
あ
っ
た（
図
1
）。

ま
た
、「
満
た
せ
な

か
っ
た
施
設
基
準
」
の

項
目
に
つ
い
て
は
、

「
介
護
保
険
に
係
る
要

件
を
満
た
せ
な
い
」
40

％
（
4
人
）、「
院
外
処

方
だ
が
、
24
時
間
対
応

薬
局
が
探
せ
な
い
」
30

％
（
3
人
）
等
と
な
っ

て
い
る
。

　
な
お
、
対
象
数
が
少

な
い
の
で
あ
く

ま
で
参
考
だ

が
、「
届
け
出

た
」
と
回
答
し

た
5
人
全
員

が
、
第
一
の
理

由
は
「
再
診
1

回
に
つ
き
20
点

の
点
数
」
で
あ

る
と
回
答
し

た
。
ま
た
、
算

定
に
当
た
っ
て

の
問
題
に
つ
い

て
は
、「
患
者

へ
の
説
明
と
同

意
を
得
る
た
め

に
苦
労
し
て
い

る
」
と
2
人
が
回
答
し
た
。

　
診
療
所
の
方
に
「
地
域
包
括

診
療
加
算
の
不
合
理
点
や
改
善

点
」に
つ
い
て
質
問（
複
数
回

答
）し
た
と
こ
ろ
、一
番
多
い
の

は
「
廃
止
し
て
内
服
薬
投
薬
の

7
剤
制
限
は
無
条
件
に
撤
廃
す

べ
き
」43
％（
17
人
）、続
い
て

「
廃
止
し
て
再
診
料
を
引
き
上

げ
る
べ
き
」40
％（
16
人
）、「
届

出
制
は
煩
雑
な
の
で
止
め
て
ほ

し
い
」
28
％
（
11
人
）
等
と

な
っ
て
い
る
。（
図
2
）

　
内
服
薬
投
薬
の
7
剤
制
限
の

問
題
に
つ
い
て
、
協
会
は
撤
廃

要
求
を
掲
げ
て
運
動
し
て
き
た

が
、
地
域
包
括
診
療
加
算
、
地

域
包
括
診
療
料
を
算
定
し
て
い

る
場
合
に
限
り
除
外
さ
れ
た
。

本
ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
き
、

「
内
服
薬
投
薬
の
7
剤
制
限
は

無
条
件
に
撤
廃
す
べ
き
」
の
要

求
を
掲
げ
て
運
動
し
て
行
き
た

い
。在

宅
自
己
注
射
の
改
悪
、

実
態
把
握
が
必
要

　
四
つ
に
区
分
さ
れ
た
在
宅
自

己
注
射
指
導
管
理
料
の
「
2
」

だ
が
、 「
イ
1
0
0
点
」、 「
ロ
1

9
0
」「
ハ
2
9
0
点
」
の
4

〜
6
月
診
療
分
に
つ
い
て
は
、

無
条
件
で
導
入
初
期
加
算
5
0

0
点
が
加
算
で
き
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
、
7
月
診
療
分
以

降
、
点
数
算
定
が
ど
う
な
る
か

と
訊
い
た
と
こ
ろ
、「
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
」
が
一
番
多
く
59

％
（
26
人
）
で
あ
っ
た
。
次
い

で
、「
そ
の
他
」25
％（
11
人
）、

「
大
き
く
下
が
り
そ
う
だ
」「
下

が
り
そ
う
だ
」
が
合
わ
せ
て
9

％
（
4
人
）、「
や
や
上
が
り
そ

う
だ
」
2
％
（
1
人
）
等
と

な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
自
己
注
射
の
回
数
別

の
点
数
設
定
に
つ
い
て
訊
い
た

と
こ
ろ
、「
分
か
ら
な
い
」が
一

番
多
く
50
％
（
22
人
）、
次
い

で「
反
対
」41
％（
18
人
）、「
賛

成
」
9
％
（
4
人
）
で
あ
っ
た
。

　「
反
対
」
と
答
え
た
方
に
理

由
を
訊
い
た
（
複
数
回
答
）
と

こ
ろ
、「
指
導
の
内
容
は
、
回

数
の
多
い
・
少
な
い
に
か
か
わ

ら
な
い
」
が
一
番
多
く
83
％

（
15
人
）、
次
い
で
「
医
学
的
理

由
が
不
明
だ
」72
％（
13
人
）、

「
分
子
標
的
薬
の
自
己
注
射
の

指
導
管
理
を
軽
ん
じ
て
い
る
」

17
％
（
3
人
）、「
回
数
が
少
な

い
方
が
患
者
の
負
担
は
少
な
い

の
に
報
酬
が
少
な
く
な
る
の
は

お
か
し
い
」
11
％
（
2
人
）
等

で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
自
己
注
射
導
入
前

に
入
院
ま
た
は
週
2
回
以
上
の

医
師
に
よ
る
十
分
な
指
導
が
算

定
要
件
に
加
え
ら
れ
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
訊
い
た
と
こ
ろ
、

「
分
か
ら
な
い
」
が
一
番
多
く

48
％
（
21
人
）、
次
い
で
「
反

対
」
34
％
（
15
人
）、「
賛
成
」

9
％
（
4
人
）
で
あ
っ
た
。

　「
反
対
」
と
答
え
た
方
に
理

由
を
訊
い
た
（
複
数
回
答
）
と

こ
ろ
、「
週
2
回
以
上
の
医
学

的
根
拠
が
不
明
」
が
一
番
多
く

93
％
（
14
人
）、
次
い
で
「
1

回
で
十
分
な
場
合
が
あ
る
」
67

％
（
10
人
）、「
週
1
回
を
2
回

以
上
で
は
何
故
だ
め
な
の
か
」

33
％
（
5
人
）、「
患
者
に
不
要

な
受
診
を
強
い
る
も
の
だ
」
33

％
（
5
人
）
等
で
あ
っ
た
。

　
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

を
算
定
し
て
い
な
い
代
議
員
が

多
い
た
め
、「
分
か
ら
な
い
」

と
の
回
答
が
多
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
。
実
態
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
調
査
対
象
者

を
増
や
し
て
、
指
導
管
理
を

行
っ
て
い
る
会
員
の
意
見
が
明

確
に
な
る
よ
う
に
調
査
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

代議員月例
アンケート82

対
象
者
＝
代
議
員
92
人　

回
答
数
＝
44
人
（
回
答
率
48
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
4
年
5
月
23
日
〜
6
月
3
日

地
域
包
括
診
療
加
算
、
在
宅
自
己
注
射
等
に
つ
い
て

廃止して内服薬投薬の 7剤
制限は無条件に撤廃すべき

廃止して
再診料引き上げるべき
届出制はやめてほしい

特になし

初診時も算定できるように

その他

無回答 3％

8％

3％

22％

28％

40％

43％

無回答 3％
その他 18％

患者負担が
増えるため

6％

この点数が
気に入らない 9％ 施設基準を

満たせなかった 29％

在宅医療を
提供できない 35％

図 1　地域包括診療を届け出なかった理由

図 2　地域包括診療加算の不合理点や改善点

　入院医療をめぐる現状と問題を明らかにするとともに具体的な対応
策を学習・交流するために、下記の日程で「病院・有床診療所セミ
ナー」を開催します。ぜひご参加下さい。
主　催 全国保険医団体連合会
日　時 8月30日 （土）午後６時30分～９時
 8月31日 （日）午前10時～午後３時
場　所 TKPスター会議室 西新宿（東京都新宿区）
参加費 両日参加（１人10,000円）、１日のみ参加（１人6,000円）
 ※同一法人２人目以降は、両日参加7,000円、１日参加3,000円となります。
主な内容
8 月30日（土）午後 6時30分～ 9時
○基調報告　「入院医療をめぐる情勢と対策」（午後６時30分～７時）
○記念講演　 「医療・介護総合法案の狙いと入院医療のあるべき姿―

患者、国民、医療担当者の立場に立つ地域医療の構築を
目指して―」（午後７時～９時）

　　　　　　講 師　三重短期大学生活学科　長友 薫輝 教授
8 月31日（日）午前10時～午後 3時
　全体会議 学習会「届出医療の活用と留意点」
　分 科 会 講　座「医療現場のクレーマー対処法」
 　　　　講 師　深沢 直之 弁護士
 シンポジウム「有床診療所等の防火対策」

保団連 第32回 病院・有床診療所セミナー

申込・お問い合わせは、保険医協会へ（ 8月18日〆切。定員100人）
（ご連絡いただければ、当セミナーの詳細な案内や申込用紙をお送りいたします）

お申込は、協会事務局まで

日　程 9月13日 （土）～14日 （日）
場　所 札幌パークホテル
参加費 医師 8,000円／コ・メディカル 500円
主　務 北海道保険医会　　主　催　全国保険医団体連合会

13日
「医業と倫理」講 師　池澤 夏樹 氏（小説家、詩人）

14日
①在宅医療・介護②医科診療の研究と工夫③歯科診療の研究
と工夫④医科歯科連携した研究と日常診療の工夫⑤公害、環
境、職業病⑥医学史、医療運動史、医療と裁判

Ⅰ．食の安全は命の安心
 「遺伝子組み換え、食品事故などの報道と真実」
  講 師　松永 和紀 氏
Ⅱ．在宅医療の今後を考える
 「今後の在宅医療」 講 師　小宮 英美 氏
Ⅲ．子どもと女性の心を守る
 「2011年逆転判決以降―より深い被害者支援を」
  講 師　杉田 　聡 氏

＜記念講演＞ 午後４時～５時30分

＜分 科 会＞ 午前９時～12時

＜市民公開シンポジウム＞ 午後１時～３時30分

保団連 第29回 医療研究フォーラム

「食の安全と命の安心」
申込締切

7 月31日まで !

「医の倫理」ゼミが始まります！

8月31日 （日） 午後１時30分～４時30分
京都府保険医協会・会議室
 講　義　「15年戦争期における日本の医学犯罪」
  土屋 貴志 氏（大阪市大准教授）
 講　義　「旧日本軍遺棄毒ガス（化学兵器）チチハル被害者
  日中合同検診報告」
  磯野　理 氏（京都民医連第二中央病院院長・京都民医連）

第1回　過去・戦争と医学 どなたでも
受講できます!
参加費 無料

FAX （075-212-0707）またはメール （info@hokeni.jp）で、住所・
氏名・連絡先を明記の上、お申込み下さい。

全 3 回シリーズ !

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 2 0 日第 2 8 9 9 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



　
今
回
も
レ
セ
プ
ト
の
審
査
に

関
す
る
お
話
で
し
た
。
前
回

は
、
支
払
基
金
一
次
審
査
で
の

「
返
戻
の
三
原
則
」
に
つ
い
て

の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
続
き
と

し
て
、
今
回
は
「
保
険
者
再
審

査
の
現
状
」
と
題
し
て
、
支
払

基
金
に
お
け
る
保
険
者
か
ら
の

再
審
査
請
求
レ
セ
プ
ト
に
つ
い

て
の
報
告
で
し
た
。
あ
る
月
の

統
計
で
全
1
0
0
件
中
、
①

検
査
・
矯
正
視
力
検

査
の
同
時
算
定
な
ど

に
つ
い
て
。
②
は
急

変
等
の
な
い
15
年
前

か
ら
の
緑
内
障
の
連

月
・
隔
月
の
眼
底
三

次
元
画
像
解
析
、
感

染
等
の
コ
メ
ン
ト
の

な
い
眼
瞼
腫
脹
に
対

10
件
③「
気
持
ち
は
わ
か
る
が

原
審
」
が
16
件
④「
保
険
者
の

理
解
不
足
・
勉
強
不
足
」
が
30

件
⑤「
再
審
査
請
求
の
理
由
が

理
解
で
き
な
い
」
が
34
件
―
で

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

具
体
例
を
挙
げ
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　
①
は
疑
い
病
名
の
ま
ま
で
の

投
薬
や
、
9
カ
月
前
の
C
L

検
査
料
算
定
後
の
別
疾
患
で
の

初
診
料
算
定
、
再
診
時
の
屈
折

「
納
得
し
て
査
定
」
が
10
件
②

「
納
得
で
も
返
戻
・
原
審
」
が

　
4
月
19
日
、
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
に
て
眼
科
診
療
内
容

向
上
会
が
、
京
都
府
眼
科
医
会
・
京
都
府
保
険
医
協
会
の
共

催
で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
87
人
。
京
都
府
眼
科
医
会
保

険
医
療
委
員
会
委
員
の
松
本
康
宏
氏
が
講
師
を
務
め
、
新
点

数
の
留
意
事
項
と
最
近
の
審
査
事
情
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ

た
。
座
長
は
京
都
府
眼
科
医
会
理
事
の
松
田
敏
央
氏
。

眼
科
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト

眼
科
新
点
数
と
審
査
事
情
を
解
説

す
る
抗
生
剤
投
与
、「
眼
瞼
異

物
」
で
の
結
膜
異
物
除
去
の
よ

う
な
や
や
こ
し
い
症
例
、
初
診

後
7
年
た
つ
「
網
膜
静
脈
分
枝

閉
塞
症
・
ス
テ
ロ
イ
ド
緑
内

障
」
で
の
隔
月
の
眼
底
三
次
元

画
像
解
析
な
ど
。
③
は
「
近

視
」
の
み
の
初
診
時
の
生
体
染

色
は
可
能
で
あ
る
が
、
多
数
例

で
は
返
戻
も
。
ま
た
「
近
視
性

乱
視
」
の
み
の
初
診
時
の
立
体

視
に
は
該
当
病
名
の
追
加
が
望

ま
し
い
。
他
に
は
ア
レ
ル
ギ
ー

性
結
膜
炎
で
の
抗
生
剤
の
投
与

と
い
っ
た
も
の
な
ど
。
④
と
思

わ
れ
る
も
の
に
は
、「
網
膜
裂

孔
・
網
膜
剥
離
」
に
対
す
る
網

膜
光
凝
固
術
（
特
殊
）、「
角
膜

異
物
」
で
の
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸
点

眼
薬
は
異
物
除
去
後
で
算
定
可

で
す
。
理
解
が
で
き
な
い
⑤
に

は
、
7
月
前
に
初
診
の
「
ブ
ド

ウ
膜
炎
」
に
対
し
て
の
ブ
ロ

ナ
ッ
ク
投
与
（
緩
解
・
再
燃
の

可
能
性
）、「
視
神
経
乳
頭
陥
凹

拡
大
・
結
膜
炎
・
近
視
」
で
再

診
2
回
、
眼
圧
2
回
、
眼
底

（
両
）
2
回
が
な
ぜ
だ
め
な
の

か
な
ど
、
審
査
委
員
が
理
解
で

き
な
い
保
険
者
か
ら
の
再
審
査

請
求
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
他
、
保
険
者
・
審
査
委

員
と
も
に
注
目
し
て
い
る
項
目

と
し
て
、
眼
底
三
次
元
画
像
解

析
の
算
定
過
多
、
初
診
割
合
の

多
さ
な
ど
の
話
が
続
き
ま
し
た
。

　
最
後
に
短
期
滞
在
手
術
等
基

本
料
3
に
つ
い
て
、
適
応
さ
れ

る
の
は
病
院
の
み
だ
が
、
両
眼

の
白
内
障
手
術
予
定
で
入
院
手

術
を
す
る
場
合
、
5
日
目
ま
で

に
両
眼
の
手
術
を
す
る
と
、
基

本
料
の
み
の
算
定
と
な
り
、
実

質
赤
字
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

旨
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
診

療
所
か
ら
病
院
に
白
内
障
手
術

の
紹
介
を
す
る
と
き
に
、
頭
に

置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
訴

え
、
向
上
会
は
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

 

（
上
京
東
部
・
草
田 

英
嗣
）

講
師
を
務
め
た
松
本
氏

　
2
0
1
4
年
度
診
療
報
酬
改
定
で
、
C
1
0
1
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
の
「
2
」
に

つ
い
て
、
月
当
た
り
の
自
己
注
射
の
回
数
に
よ
り
、
点
数
が
細
分
化
。
さ
ら
に
は
、
一
番
評
価

さ
れ
て
い
る
月
28
回
以
上
の
場
合
も
10
点
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も
患
者
の
指
導
・
管
理

は
自
己
注
射
の
回
数
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
で
あ
り
、
区
分
を
設
定
す
る
道
理
が
な
い
。
医
療
費

削
減
が
主
眼
の
根
拠
の
な
い
改
定
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
受
け
、
協
会
は
7
月

8
日
付
で
森
田
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
会
長
、
田
村
厚
生
労
働
相
を
は
じ
め
、
京
都
選
出

国
会
議
員
な
ど
関
係
各
所
に
要
請
書
を
送
付
し
た
。

在宅自己注射指導管理料で在宅自己注射指導管理料で
算定要件の改善求める

　
7
月
1
日
、
日
本
各
地
で
多

く
の
国
民
が
「
戦
争
す
る
国
」

へ
の
転
換
に
反
対
の
声
を
あ
げ

る
中
、
安
倍
内
閣
が
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
を
認
め
る
た
め
に

憲
法
解
釈
を
変
え
る
閣
議
決
定

を
し
た
。

　
安
倍
首
相
の
容
認
方
針
表
明

か
ら
わ
ず
か
1
カ
月
余
り
、
公

明
党
と
の
密
室
協
議
で
論
拠
を

巡
っ
て
迷
走
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
結
論
あ
り
き
」
で
決

定
が
強
行
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
安
倍
首
相
の
姿
勢
は
、
憲
法

が
権
力
を
縛
る
と
い
う
「
立
憲

主
義
」
を
根
底
か
ら
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

国
の
か
た
ち
を
変
え
よ
う
と
い

う
重
大
な
議
論
に
時
間
を
か
け

る
と
い
う
最
低
限
の
良
識
さ
え

投
げ
棄
て
る
も
の
で
あ
る
。
国

民
へ
の
十
分
な
説
明
も
な
く
、

国
民
を
無
視
し
、
国
会
で
の
議

論
を
す
る
こ
と
な
く
す
す
め
る

横
暴
な
振
る
舞
い
は
到
底
許
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　

今
後
、「
戦
争
す
る
国
」へ
の

転
換
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、そ
の
た
め
の
戦
時
対
応
法
制

度
が
俎
上
に
上
が
っ
て
く
る
。

先
に
成
立
し
た
特
定
秘
密
保
護

法
と
と
も
に
、
国
民
は
有
無
を

言
わ
さ
ず
戦
時
体
制
に
動
員
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
医

師
・
医
療
者
に
と
っ
て
も
、
こ

の
中
で
必
ず
任
務
や
義
務
が
規

定
さ
れ
、
内
心
に
ど
の
よ
う
な

思
想
信
条
や
良
心
を
抱
え
て
い

よ
う
と
も
、
非
人
道
的
な
「
医

療
活
動
」に
動
員
さ
れ
て
い
っ

た
過
去
と
同
じ
道
を
辿
ら
ざ
る

を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
私

集
団
的
自
衛
権
の
閣
議
決
定
に
抗
議

た
ち
は
生
命
を
守
る
こ
と
を
唯

一
の
義
務
と
考
え
る
医
師
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
状
況

を
生
み
出
す
も
の
に
は
、
断
固

と
し
て
反
対
を
し
て
い
く
。

　
故
に
私
た
ち
は
、
憲
法
九
条

を
踏
み
に
じ
り
国
民
を
戦
争
に

駆
り
立
て
る
集
団
的
自
衛
権
の

閣
議
決
定
を
断
じ
て
許
さ
ず
、

た
だ
ち
に
撤
回
を
求
め
る
。
さ

ら
に
、
多
く
の
国
民
と
結
ん

で
、
平
和
と
民
主
主
義
が
揺
る

が
な
い
国
の
実
現
に
向
け
て
奮

闘
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。

　
2
0
1
4
年
7
月
3
日

　
京
都
府
保
険
医
協
会 

 

副
理
事
長　
渡
邉 

賢
治

　
安
倍
内
閣
が
集
団
的
自
衛
権
の
閣
議
決
定
を
7
月
1
日
に
行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
協
会
は
抗

議
談
話
を
3
日
に
発
表
、
官
邸
や
マ
ス
コ
ミ
に
送
付
し
た
。
ま
た
、
6
月
27
日
に
は
公
明
党
の

本
部
と
京
都
府
本
部
に
「
集
団
的
自
衛
権
を
閣
議
決
定
し
な
い
よ
う
ご
尽
力
を
」
と
緊
急
要
請

を
フ
ァ
ク
ス
送
付
し
た
。

集
団
的
自
衛
権
の
閣
議
決
定
は
撤
回
を

談 話

　
2
0
1
4
年
4
月
の
診
療
報

酬
改
定
で
、
C
1
0
1
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
の

「
2
」
に
つ
い
て
、
月
当
た
り

の
自
己
注
射
の
回
数
に
よ
り
点

数
が
細
分
化
し
た
上
に
、
一
番

評
価
さ
れ
て
い
る
月
28
回
以
上

の
場
合
も
10
点
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　
イ　
月
3
回
以
下
の
場
合　

 
 

1
0
0
点

　
ロ　
月
4
回
以
上
の
場
合　

 
 

1
9
0
点

　
ハ　
月
8
回
以
上
の
場
合　

 

 

2
9
0
点

　
ニ　
月
28
回
以
上
の
場
合　

 
 

8
1
0
点

　
患
者
に
対
す
る
指
導
、
効
果

判
定
、
副
作
用
等
に
関
す
る
管

理
は
、
患
者
の
自
己
注
射
の
回

数
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
医
療
費
削
減
あ
り

き
の
根
拠
な
き
改
定
は
、
在
宅

医
療
の
充
実
を
損
ね
、
入
院
医

療
費
の
増
加
な
ど
、
却
っ
て
医

療
費
の
無
駄
遣
い
を
生
じ
さ
せ

る
制
度
改
悪
で
す
。
即
時
に
、

「
2
」
の
点
数
を
2
0
1
4
年

3
月
31
日
以
前
に
戻
す
べ
き
で

す
が
、
当
面
、
イ
〜
ハ
に
つ
い

て
無
条
件
で
毎
月
導
入
初
期
加

算
を
算
定
で
き
る
よ
う
に
し

て
、
悪
影
響
を
最
小
限
に
止
め

る
べ
き
で
す
。

　
ま
た
、
内
科
で
糖
尿
病
の
在

宅
自
己
注
射
指
導
管
理
を
、
整

形
外
科
で
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
在

宅
自
己
注
射
指
導
管
理
を
受
け

た
場
合
、
現
在
で
は
一
医
療
機

関
で
し
か
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
対
象
疾
病
毎
に
、
複

数
の
専
門
医
療
機
関
に
お
い
て

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
を

算
定
で
き
る
よ
う
に
改
善
し

て
、
複
数
の
対
象
疾
患
を
有
す

る
患
者
の
在
宅
で
の
療
養
を
支

え
る
制
度
と
す
べ
き
で
す
。

　
さ
ら
に
、
在
宅
自
己
注
射
指

導
管
理
料
の
算
定
要
件
に
「
在

宅
自
己
注
射
の
導
入
前
に
、
入

院
又
は
週
2
回
以
上
の
外
来
、

往
診
若
し
く
は
訪
問
診
療
に
よ

り
、
医
師
に
よ
る
十
分
な
教
育

期
間
を
と
り
、
十
分
な
指
導
を

行
っ
た
場
合
に
限
り
算
定
す

る
」
と
い
う
要
件
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
臨
床
の
現
場
で

は
、
例
え
ば
初
回
来
院
時
に
か

な
り
の
高
血
糖
を
来
し
、
全
身

状
態
が
悪
い
患
者
も
存
在
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
ま

ず
イ
ン
ス
リ
ン
を
導
入
し
た
後

に
、
外
来
受
診
さ
せ
、
教
育
・

指
導
を
行
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
記
以
下

の
改
善
を
要
請
し
ま
す
の
で
、

早
急
に
対
応
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
記

1
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理

料
の「
2
」に
関
す
る
2
0
1
4

年
4
月
度
改
定
を
撤
回
し
、
元

に
戻
す
こ
と
。
対
応
不
可
能
な

場
合
、次
回
改
定
ま
で
、イ
〜
ハ

に
つ
い
て
毎
月
導
入
初
期
加
算

を
算
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
、
対
象
疾
病
毎
に
、
複
数
の

専
門
医
療
機
関
に
お
い
て
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
を
算
定

で
き
る
よ
う
に
改
善
す
る
こ
と
。

3
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理

料
の
算
定
要
件
と
し
て
追
加
さ

れ
た
「
在
宅
自
己
注
射
の
導
入

前
に
、
入
院
又
は
週
2
回
以
上

の
外
来
、
往
診
若
し
く
は
訪
問

診
療
に
よ
り
、
医
師
に
よ
る
十

分
な
教
育
期
間
を
と
り
、
十
分

な
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
限
り

算
定
す
る
」
と
い
う
通
知
を
撤

回
し
、
担
当
医
の
判
断
に
任
せ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
2
0
1
4
年
7
月
8
日

　
京
都
府
保
険
医
協
会

 

理
事
長　
垣
田 

さ
ち
子

　「届出書添付書類（様式９、様式９の２）自動計算機能付
excel表」の日本看護協会ホームページでの公開が本年２月で終
了したことから、全国保険医団体連合会（保団連）は、（株）
NTTデータセキスイシステムズと協力し、「自動計算機能付
excel表」のホームページ上での公開を引き継いでいます。
　掲載内容は、2014年４月改定に準拠し、新設された地域包括
ケア病棟入院料・入院医療管理料の届出に必要な「様式９の３」
も掲載しています。また「ご利用の手引」も掲載しており、非
常に便利です。
　掲載ページは、次の通りですが、京都府保険医協会ホームペー
ジの専用バナーからも入っていただけます。病院会員におかれ
ましてはご活用いただきますよう、ご案内申し上げます。
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/14kaitei/ysk9/yoshiki9.html

様式９等「自動計算機能付きExcel表」を
大好評公開中！

病院会員はご活用ください

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
の
算
定
要
件

の
改
善
を
求
め
る
要
請
書

第 2 8 9 9 号( 3 ) 2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 2 0 日 京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行



　
過
去
10
年
間
の
総
会
議

案
書
を
振
り
返
り
、
協
会

が
取
り
組
ん
で
き
た
社
会

保
障
基
本
法
制
定
、
新
し

い
福
祉
国
家
構
想
の
運
動

を
再
確
認
し
、
今
後
の
運

動
の
方
向
を
考
え
て
み
た
。

　
協
会
の
運
動
は
、
構
造

改
革
（
新
自
由
主
義
改

革
）
の
本
質
を
分
析
し
、

対
抗
軸
を
打
ち
出
し
、
患

者
や
医
療
者
の
要
求
を
実

現
す
る
こ
と
が
そ
の
根
底

に
流
れ
て
お
り
、
運
動
の

　
6
月
18
日
の
国
会
成
立
を
受

け
、「
地
域
に
お
け
る
医
療
及

び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推

「
患
者
申
出
療
養
」 の
即
時
撤
回
を

　
協
会
は
、
医
療
・
介
護
総
合

確
保
法
の
成
立
直
前
と
な
る
6

月
11
日
、
安
倍
首
相
が
新
た
な

混
合
診
療
拡
大
構
想
「
患
者
申

出
療
養
（
仮
称
）」
を
提
案
し

た
の
を
受
け
、
即
座
に
撤
回
を

求
め
る
談
話
を
発
表
。
安
倍
首

相
と
規
制
改
革
会
議
に
送
付
す

る
と
と
も
に
、
12
日
に
行
っ
た

国
会
議
員
要
請
に
あ
わ
せ
て
、

京
都
選
出
国
会
議
員
に
配
付
し

た
。

　
政
府
は
今
回
の
構
想
を
「
患

者
の
治
療
の
選
択
肢
を
拡
大
す

る
た
め
」と
し
て
い
る
が
、あ
く

ま
で
成
長
戦
略
と
し
て
の
解
禁

で
あ
り
、
医
療
分
野
を
成
長
産

業
に
育
成
し
た
い
と
の
思
惑
以

外
何
も
な
い
。
混
合
診
療
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

保
険
外
の
負
担
が
可
能
な
患
者

の
み
で
、
今
回
の
方
針
は
医
療

を
市
場
化
す
る
た
め
の
規
制
緩

和
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
。

　
個
人
の
経
済
力
に
左
右
さ
れ

ず
、
必
要
な
医
療
を
提
供
す
る

た
め
に
国
民
皆
保
険
が
あ
る
。

こ
れ
以
上
の
生
命
の
差
別
を
是

認
・
助
長
す
る
制
度
の
拡
大
は

許
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
か

ら
、
協
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
混
合

診
療
解
禁
・
拡
大
策
に
反
対
す

る
と
同
時
に
、
医
療
・
介
護
総

合
確
保
法
や
成
長
戦
略
の
目
指

す
給
付
抑
制
・
医
療
の
成
長
産

業
化
政
策
の
転
換
を
求
め
た
。

政
策
部
会
副
理
事
長

 

渡
邉 

賢
治

大
き
な
柱
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
国
の
政
策

へ
の
反
対
だ
け
で
は
本
質

的
な
対
抗
に
は
な
ら
ず
、

私
達
が
求
め
る
医
療
制

度
、
国
の
姿
を
私
達
が
作

り
上
げ
「
対
抗
構
想
」
を

持
ち
、
政
治
を
変
え
、
国

進
す
る
法
律
」（
医
療
・
介
護

総
合
確
保
法
）
が
6
月
25
日
に

公
布
。
公
布
日
施
行
と
さ
れ
た

一
部
改
正
内
容
に
つ
い
て
の
政

省
令
も
同
日
公
布
と
な
り
、
施

行
さ
れ
た
。

都
道
府
県
に 「
基
金
」

　
公
布
日
を
も
っ
て
施
行
さ
れ

た
内
容
に
、
新
た
に
都
道
府
県

が
創
設
す
る
「
基
金
」
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
国
が
「
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
改
革

の
た
め
の
新
た
な
財
政
支
援
制

度
」
と
し
て
、
2
0
1
4
年
度

は
公
費
で
9
0
4
億
円
を
準

備
す
る
と
説
明
し
て
き
た
も

の
。
政
令
案
で
は
、
従
来
は
介

護
施
設
の
整
備
等
を
対
象
に
、

都
道
府
県
を
通
じ
た
補
助
金
制

度
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た

「
地
域
介
護
施
設
整
備
促
進
法
」

（
05
年
施
行
・
略
称
）
の
対
象

を
医
療
へ
も
拡
大
。
名
称
も

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。
対

象
事
業
は
、
①
病
床
の
機
能
分

化
・
連
携
の
た
め
に
必
要
な
事

業
②
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
事

業
③
医
療
従
事
者
等
の
確
保
・

提
供
の
た
め
の
事
業
―
。
な

お
、
新
た
に
設
け
る
基
金
財
源

へ
の
国
負
担
は
3
分
の
2
相
当

と
さ
れ
る
。

　
す
で
に
、
京
都
府
は
関
係
団

体
か
ら
「
事
業
計
画
」
の
提
出

を
求
め
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
も
実
施

し
て
い
る
模
様
で
、
秋
に
も
都

道
府
県
計
画
の
と
り
ま
と
め

が
、
予
想
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う

な
計
画
で
ど
の
よ
う
な
事
業

に
、
ど
れ
ほ
ど
の
金
額
が
補
助

さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
動
き
に
注
目
が
必
要
で
あ

る
。X

線
検
査
の
規
制
緩
和

　
ま
た
同
日
、
改
正
診
療
放
射

線
技
師
法
も
施
行
さ
れ
た
。
診

療
放
射
線
技
師
が
、
病
院
ま
た

は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
の
集

団
検
診
等
に
お
い
て
は
、
胸
部

エ
ッ
ク
ス
線
検
査
（
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用

い
た
検
査
を
除
く
）
の
た
め

に
、
1
0
0
万
ボ
ル
ト
未
満
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
場
合
に

は
、
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
の

立
ち
合
い
が
な
く
て
も
実
施
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

病
床
機
能
の
報
告

　
今
回
施
行
以
外
の
改
正
内
容

も
、
今
後
順
次
実
施
さ
れ
る
。

「
川
上
」
改
革
で
あ
る
改
正
医

療
法
に
お
け
る
都
道
府
県
病
床

機
能
報
告
制
度
が
10
月
1
日
、

そ
れ
に
基
づ
く
地
域
医
療
構
想

は
14
年
4
月
1
日
。

　
「
川
下
」
改
革
で
あ
る
改
正

介
護
保
険
法
の
多
く
も
14
年
4

月
1
日
か
ら
の
実
施
で
あ
る
。

今
後
の
政
省
令
・
通
知
発
出
を

は
じ
め
と
し
た
動
向
に
注
視
し

た
い
。

　
病
床
機
能
報
告
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
の
「
病
床
機

能
情
報
の
報
告
・
提
供
の
具
体

的
な
あ
り
方
に
関
す
る
検
討

会
」
が
本
年
3
月
ま
で
検
討
を

重
ね
、
資
料
・
議
事
録
が
公
開

さ
れ
て
い
る
（
議
事
録
は
2
月

ま
で
）。
2
月
26
日
の
第
10
回

あ
り
方
検
討
会
資
料
で
は
「
病

床
機
能
報
告
制
度
に
お
け
る
医

療
機
関
か
ら
の
報
告
方
法
に
つ

い
て
（
案
）」
と
し
て
、
具
体

的
な
報
告
項
目
と
さ
れ
る
、
①

構
造
設
備
・
人
員
配
置
等
に
関

す
る
項
目
は
、
7
月
1
日
を
基

準
日
に
10
月
1
日
〜
10
月
末
日

ま
で
に
都
道
府
県
に
報
告
②
レ

セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
用
い
て
報
告

す
る
具
体
的
な
医
療
の
内
容
に

関
す
る
項
目
は
7
月
審
査
分
で

集
計
す
る
―
と
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
各
医
療
機
関
に
未
だ

公
式
な
説
明
が
な
い
状
態
が
続

い
て
い
る
模
様
。

　
都
道
府
県
・
地
方
自
治
体
を

主
体
と
し
た
医
療
提
供
体
制
改

革
は
本
格
始
動
し
た
。
協
会
は

京
都
府
は
も
ち
ろ
ん
、
地
方
自

治
体
へ
の
要
請
や
意
見
交
換
機

会
を
設
定
す
る
な
ど
の
取
り
組

み
を
す
す
め
る
。

あ
ら
ゆ
る
混
合
診
療
拡
大
策
に
反
対
表
明

の
あ
り
方
を
変
え
る
必
要
が
あ

る
。

　
構
造
改
革
に
対
す
る
対
抗
構

想
は
「
新
し
い
福
祉
国
家
構

想
」
で
あ
り
、
協
会
は
そ
の
実

現
に
向
け
て
「
社
会
保
障
憲

章
・
社
会
保
障
基
本
法
」
制
定

運
動
を
続
け
て
き
た
。

　
2
0
0
5
年
に
木
村
理
事
長

（
当
時
）
が
「
社
会
保
障
基
本

法
」
制
定
運
動
の
方
針
を
た

て
、「
社
会
保
障
基
本
法
研
究

会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
09
年
に

協
会
が
東
京
で
開
催
し
た
「
貧

困
を
な
く
し
社
会
保
障
を
守
る

『
基
本
法
』
を
考
え
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
」
の
成
功
を
経
て
、
社

会
保
障
基
本
法
立
法
化
運
動
の

発
展
の
た
め
「
福
祉
国
家
と
基

本
法
研
究
会
」
が
立
ち
上
が

る
。
11
年
に
同
研
究
会
に
よ
る

「
今
な
ぜ
社
会
保
障
基
本
法
・

憲
章
か
『
新
た
な
福
祉
国
家
を

展
望
す
る
―
社
会
保
障
基
本

法
・
社
会
保
障
憲
章
の
提
言
』

出
版
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を

京
都
で
開
催
。

　
以
降
、
新
し
い
福
祉
国
家
実

現
に
は
、「
新
し
い
福
祉
国
家
」

の
全
体
構
想
（
医
療
・
介
護
、

雇
用
・
労
働
、
教
育
、
保
育
、

国
家
、
自
治
体
、
安
保
・
平

和
、
税
財
政
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

原
発
、
な
ど
）
の
必
要
性
か

ら
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
「
福

祉
国
家
構
想
研
究
会
」
の
設
立

に
協
力
し
、
参
加
し
、
援
助
し

て
き
た
。

　
構
造
改
革
に
対
抗
す
る
に

は
、「
新
し
い
福
祉
国
家
」
構

想
を
つ
く
る
研
究
会
と
、
そ
れ

を
実
現
し
て
い
く
運
動
団
体
が

両
輪
と
な
っ
て
運
動
す
る
こ
と

が
重
要
で
、
こ
の
こ
と
が
「
新

し
い
福
祉
国
家
」
実
現
に
向
け

て
の
原
動
力
に
な
る
。　

　
安
倍
内
閣
は
何
の
迷
い
も
な

く
構
造
改
革
を
突
き
進
ん
で
い

る
。
私
達
は
社
会
保

障
基
本
法
を
も
と
に

「
新
し
い
福
祉
国
家

構
想
」
を
持
ち
、
構

造
改
革
に
対
抗
す
る

人
た
ち
と
共
に
政
治

を
変
え
、
そ
し
て
、
私
達
が
求

め
る
憲
法
25
条
の
実
現
を
目
指

し
、
患
者
そ
し
て
私
達
医
療
者

の
要
求
を
実
現
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
※
研
究
会
へ
の
支
援
の
呼
び

か
け
を
本
紙
に
同
封
し
て
い
ま

す

『針刺し事故等
 補償プラン』
（団体傷害総合保険・損保ジャパン取扱い）

身近なリスクの備えに

8月1日から
1年間

被保険者が医療関係の業務に従事中に生じ
た偶然な血液暴露事故を直接の原因とし
て、HBVに感染後Ｂ型肝炎を発病して治
療を受けた場合、HCV・HIVに感染した場
合に保険金をお支払い

日常生活における急激かつ偶然な外来の事
故によるケガも補償

保険料は団体割引20
％を適用（京都府保
険医協会が契約者と
なる団体契約）

案内パンフレット（橙色の冊子）はグリーン
ペーパー５月号（５月25日発行）とともに
お届けしました。ぜひこの機会に加入をご検
討下さい。お問い合わせは京都府保険医協会
（☎075-212-8877）まで。

1.

2.

3.
故によるケガも補償

保険料は団体割引20
％を適用（京都府保
険医協会が契約者と

詳細はグリーンペーパー５月号（５月25日発行）に同封の案
内パンフレット（青色の冊子）をご覧下さい。お問い合わせは
京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで。

保険料は
25%割引
でお得！

ゴルフをたしなむ会員・ご家族のみなさま

○保険期間 8 月 5 日（火）
 午後 4 時 から 1 年間
 （中途での加入も可能）

○会員のご家族も加入できます

◆  ゴルフプレー中に他人
に損害を与えた時

◆  ゴルフプレー中にご自
身がケガをした時

◆  ゴルフ用品に事故が
あった時

◆  ホールインワン・アル
バトロスを達成した時

 など

こんな時に
補償されます！ゴルファー保険に

ご加入ですか？

医療・介護総合確保法施行へ
都道府県主体の提供体制改革が本格化

「
福
祉
国
家
」 を
め
ざ
す
運
動
に
ご
理
解
ご
協
力
を

「
構
造
改
革
」 

で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た

日
本
の
歩
み
を
今
こ
そ
変
え
さ
せ
る
と
き

会員への訴え

加入はまだ

間に合いま
す!!

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 2 0 日第 2 8 9 9 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



　
Ｑ
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管

理
料
2
の
点
数
が
、
指
示
し
た

自
己
注
射
の
総
回
数
に
応
じ
て

4
区
分
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

自
己
注
射
を
開
始
す
る
時
期
が

月
末
だ
っ
た
場
合
等
は
、
そ
の

月
の
残
日
に
お
け
る
実
施
回
数

に
応
じ
た
点
数
で
算
定
す
る
の

で
す
か
。
あ
く
ま
で
指
示
し
た

回
数
が
1
カ
月
あ
た
り
何
回
に

　
協
会
は
「
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む

会
」
を
中
京
区
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ

ス
「
ル
・
ク
ラ
ブ
・
ジ
ャ
ズ
」

で
6
月
21
日
に
開
催
。
参
加
者

は
36
人
と
な
っ
た
。
今
回
は
、

鈴
木
孝
紀
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
）

を
迎
え
、
加
納
新
吾
（
ピ
ア

ノ
）、
井
上
幸
祐
（
ベ
ー
ス
）、

（
50
歳
代
後
半
女
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
40
年
来
の
患
者
で
、
ヘ
ル
ペ

ス
に
対
し
て
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
と

プ
レ
ド
ニ
ン
Ⓡ
に
よ
る
治
療
を

行
い
症
状
は
軽
快
し
て
い
た
。

そ
の
後
に
両
手
、
両
足
に
皮
疹

が
再
度
発
症
し
て
ヘ
ル
ペ
ス
の

再
発
と
診
断
し
、
抗
ウ
イ
ル
ス

剤
の
投
与
を
開
始
し
た
。
内
服

か
ら
点
滴
に
切
り
替
え
7
日
間

様
子
を
見
た
が
、
改
善
は
著
明

で
は
な
く
小
康
状
態
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
プ
レ
ド
ニ
ン
Ⓡ
の

投
薬
を
開
始
し
、
一
定
期
間
を

お
い
て
半
量
に
減
量
し
た
が
、

症
状
が
改
善
さ
れ
な
い
の
で
他

疾
患
に
よ
る
皮
疹
を
疑
っ
た

が
、
も
う
少
し
経
過
を
見
る
こ

と
に
し
て
投
薬
を
継
続
し
た
。

患
者
か
ら
プ
レ
ド
ニ
ン
Ⓡ
を
増

量
し
て
使
用
し
た
と
こ
ろ
、
少

し
改
善
し
た
の
で
増
量
し
て
欲

し
い
と
の
要
望
が
あ
り
、
プ
レ

ド
ニ
ン
Ⓡ
を
増
量
し
投
薬
を
続

け
た
。
他
疾
患
に
よ
る
皮
疹
の

可
能
性
を
考
え
て
、
他
医
へ
の

紹
介
転
科
を
勧
め
よ
う
と
し
て

い
た
と
き
、
患
者
か
ら
薬
疹
を

疑
っ
て
い
る
と
し
て
、
別
の
Ａ

医
療
機
関
皮
膚
科
へ
受
診
す
る

と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
Ａ
医

療
機
関
受
診
後
、
患
者
は
早

朝
、
深
夜
、
診
療
時
間
中
を
問

わ
ず
電
話
で
の
抗
議
、
誹
謗
中

傷
、
恫
喝
に
近
い
言
葉
を
発

し
、
あ
る
い
は
来
院
し
て
他
の

患
者
に
不
信
感
を
抱
か
せ
る
行

為
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。
更
に

面
談
の
際
、
医
師
や
そ
の
家
族

に
お
茶
を
か
け
、
患
者
宅
に
医

師
家
族
を
連
れ
込
む
等
の
行
為

を
行
っ
た
。
こ
の
対
応
策
と
し

て
医
療
機
関
は
、
弁
護
士
を
通

じ
調
停
を
申
し
立
て
た
。

　
患
者
側
か
ら
は
、
3
カ
月
前

の
元
の
身
体
の
状
態
に
戻
し
、

今
後
出
て
く
る
副
作
用
に
つ
い

て
の
補
償
を
主
張
し
、
賠
償
の

一
部
と
し
て
数
十
万
円
を
要
求

し
て
、
医
療
機
関
側
は
そ
の
要

求
を
了
承
し
て
金
銭
を
支
払
っ

た
経
緯
が
あ
っ
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
患

者
の
希
望
に
よ
り
プ
レ
ド
ニ
ン

Ⓡ
を
増
量
し
、
投
薬
し
た
判
断

に
ミ
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
な
お
、
患
者
本

人
や
家
族
と
は
冷
静
に
話
し
合

え
る
状
況
に
な
く
、
弁
護
士
を

通
じ
て
医
療
機
関
の
見
解
を
伝

え
て
も
ら
う
し
か
方
法
が
な
い

と
判
断
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

5
年
8
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
ヘ
ル
ペ
ス
の
診
断
の
下
に
ス

テ
ロ
イ
ド
、
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
の

投
与
お
よ
び
点
滴
に
つ
い
て
、

症
状
は
軽
快
し
て
お
り
問
題
は

な
い
。
そ
の
後
、
ヘ
ル
ペ
ス
の

再
発
と
し
て
ス
テ
ロ
イ
ド
、
抗

ウ
イ
ル
ス
剤
を
変
え
な
が
ら
症

状
の
経
過
を
診
る
こ
と
に
つ
い

て
も
過
誤
は
認
め
ら
れ
な
い
。

投
薬
の
経
過
か
ら
薬
疹
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
投
薬
に
ミ
ス
が

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

患
者
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
プ

レ
ド
ニ
ン
Ⓡ
を
増
量
し
投
薬
し

た
判
断
に
、
医
療
機
関
側
と
し

て
は
ミ
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
疑
っ
た
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
重
大
な
副
作
用
が
生
じ

た
こ
と
も
な
く
、
患
者
は
Ａ
医

療
機
関
受
診
後
、
症
状
は
治
癒

し
異
常
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
従
っ
て
ヘ
ル
ペ
ス
の
治
療

と
し
て
何
ら
医
療
過
誤
は
な
い

と
判
断
さ
れ
た
。
な
お
、
医
療

機
関
は
患
者
の
要
求
に
対
し
、

調
査
結
果
を
待
た
ず
数
十
万
円

の
金
銭
を
支
払
っ
た
こ
と
は
、

事
後
対
応
と
し
て
問
題
で
あ
っ

た
。
や
は
り
客
観
的
な
調
査
を

終
え
て
か
ら
、
金
銭
的
対
応
を

し
な
け
れ
ば
、
結
果
的
に
脅
し

取
ら
れ
た
形
と
な
っ
て
し
ま
う

場
合
も
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
医
師
賠
償

責
任
保
険
は
適
用
と
な
ら
な
い
。

〈
解
決
方
法
〉

　
調
査
の
結
果
、
医
療
機
関
側

に
過
失
が
な
い
と
判
断
さ
れ
、

医
療
機
関
側
も
納
得
し
て
そ
の

旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
患
者
側

か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
途
絶
え
て

久
し
く
な
っ
た
た
め
、
立
ち
消

え
解
決
と
見
做
さ
れ
た
。

ヘ
ル
ペ
ス
の
治
療
に
不
満
で

理

性

を

失

っ

た

患

者

該
当
す
る
か
で
算
定
す
る
の
で

す
か
。

　
Ａ
、
指
示
し
た
自
己
注
射
の

回
数
が
1
カ
月
あ
た
り
何
回
に

該
当
す
る
か
で
算
定
し
ま
す
。

　
な
お
、
協
会
は
指
示
回
数
に

応
じ
た
点
数
設
定
に
反
対
し
て

お
り
、
点
数
を
2
0
1
4
年
3

月
31
日
以
前
に
戻
す
こ
と
を
求

め
て
い
ま
す
。

　
Ｑ
、
再
診
料
の
地
域
包
括
診

療
加
算
は
「
初
診
時
や
訪
問
診

療
時
（
往
診
を
含
む
）
は
算
定

で
き
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
初

診
月
や
、
月
の
う
ち
1
回
で
も

訪
問
診
療
、
往
診
が
あ
る
場

合
、
他
の
日
に
外
来
受
診
し
た

時
の
再
診
料
の
地
域
包
括
診
療

加
算
は
、
す
べ
て
加
算
で
き
な

く
な
る
の
で
す
か
。

　
Ａ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
地
域
包
括
診
療
加
算
が

算
定
で
き
な
い
の
は
、
あ
く
ま

で
初
診
料
、
往
診
料
、
訪
問
診

療
料
を
算
定
し
た
時
だ
け
で

す
。
な
お
、
患
家
を
訪
問
し
た

が
同
一
患
家
2
人
目
だ
っ
た
の

で
往
診
料
、
訪
問
診
療
料
を
算

定
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
地
域

包
括
診
療
加
算
は
算
定
で
き
ま

せ
ん
。

政
策
部
会
理
事

 
飯
田 

哲
夫

反 知 性 主 義

　
最
近
の
政
治
の
方
向
や
政
治

の
あ
り
よ
う
に
不
安
を
感
じ
ま

す
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
ん

な
思
い
を
抱
い
て
い
る
と
き
、

「
反
知
性
主
義
」
と
い
う
言
葉

を
知
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
す

る
ま
と
ま
っ
た
本
は
あ
ま
り
な

い
よ
う
で
、
ま
と
ま
っ
た
論
考

も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
ホ
ー
フ
ス
ッ
タ
ー
著
『
ア
メ

リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
は
未

読
）。
断
片
的
に
読
ん
だ
も
の

を
少
し
ま
と
め
て
み
ま
し
た

（
出
典
省
略
）。

　
反
知
性
主
義
と
は
「
本
来
は

知
識
や
知
識
人
に
対
す
る
敵
意

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
も
す
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

「
お
よ
そ
こ
の
世
の
中
に
知
性

の
不
平
等
が
存
在
し
、
こ
の
不

平
等
が
よ
り
実
際
的
な
富
や
権

力
の
不
平
等
に
関
連
す
る
限

り
、
社
会
に
潜
在
す
る
反
知
性

主
義
の
心
情
は
抹
殺
す
る
こ
と

が
出
来
ず
」、
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ

タ
ー
は
「
知
的
な
生
き
方
お
よ

び
そ
れ
を
代
表
す
る
と
さ
れ
る

人
々
に
対
す
る
怒
り
と
疑
惑
」

と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　
「
そ
し
て
政
治
権
力
は
こ
の

心
情
を
政
治
資
源
と
し
て
取
り

込
も
う
と
し
」、「
現
在
の
様
々

な
政
治
的
問
題
を
古
典
的
な
右

と
左
と
い
う
図
式
で
は
分
析
で

き
ず
、
そ
こ
に
反
知
性
主
義
が

は
び
こ
り
、
国
家
中
枢
を
掌

握
、
左
右
を
問
わ
ず
知
的
で
あ

ろ
う
と
す
る
意
思
を
な
ぎ
倒
し

て
い
る
」
と
捉
え
て
い
ま
す
。

更
に
現
在
の
日
本
は
、「
高
い

知
力
を
持
っ
て
い
る
権
力
者
が

大
衆
の
反
知
性
主
義
的
感
情
を

操
作
す
る
図
式
が
成
立
せ
ず
」

「
権
力
者
自
身
が
知
的
で
な

く
、
大
衆
に
蔓
延
し
た
反
知
性

主
義
的
感
情
と
一
体
化
し
」、

つ
い
に
は
「
政
治
・
経
済
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
社

会
諸
領
域
の
支
配
層
全
体
が
反

知
性
主
義
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ

る
と
い
う
事
態
が
生
じ
つ
つ
あ

る
」
と
分
析
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
反
知
性
主
義
は
「
客
観

性
や
実
証
性
を
軽
ん
じ
、
自
分

が
理
解
し
た
い
よ
う
に
世
界
を

理
解
し
」「
異
な
る
意
見
を
持

つ
他
者
と
の
公
共
的
対
話
を
無

視
し
」「
ひ
と
り
よ
が
り
な
決

断
を
重
視
し
」「
自
分
が
理
解

し
た
い
よ
う
に
世
界
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
た
め
、
不
適
切
な

発
言
を
し
た
と
い
う
自
覚
が
出

来
ず
、
聞
く
側
の
受
け
止
め
方

に
問
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
し

ま
う
」
な
ど
の
特
徴
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
反
知
性
主
義
の
台
頭
は
「
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
広
が
っ
て
来
た

た
め
だ
ろ
う
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

の
政
治
と
は
大
衆
の
感
情
を
あ

お
る
も
の
だ
か
ら
」
と
す
れ

ば
、
我
々
は
ま
ず
冷
静
に
こ
の

状
況
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う

気
を
つ
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

大
森
秀
斗
史
（
ド
ラ
ム
ス
）
の

カ
ル
テ
ッ
ト
で
、
ジ
ャ
ズ
を
楽

し
ん
だ
。

　
演
奏
は
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
な

ら
で
は
の
甘
い
ト
ー
ン
を
き
か

せ
、
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
で
演
奏
さ

れ
た
「
星
影
の
ス
テ
ラ
」
や
、

ボ
サ
ノ
バ
の
名
曲
「
い
そ
し

て
、
参
加
者
に
よ
る
セ
ッ
シ
ョ

ン
が
あ
り
、
ボ
ー
カ
ル
や
サ
ッ

ク
ス
、
ギ
タ
ー
な
ど
を
交
え
、

ボ
サ
ノ
バ
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
曲

の
熱
気
あ
ふ
れ
る
演
奏
が
繰
り

広
げ
ら
れ
、
初
夏
の
夜
遅
く
ま

で
、
ジ
ャ
ズ
で
交
流
し
た
。

ぎ
」
で
聴
衆
を
魅
了
。

難
曲
「
チ
ェ
ロ
キ
ー
」

で
は
カ
ル
テ
ッ
ト
の
息

の
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
聴

か
せ
た
。
有
名
な
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
「
ジ
ョ
ー
ン

ズ
氏
に
会
っ
た
か

い
？
」
の
後
、
満
場
の

拍
手
に
応
え
て
、
著
名

な
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
奏
者

ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン

の
演
奏
で
有
名
な
「
メ

モ
リ
ー
ズ
・
オ
ブ
・

ユ
ー
」
を
抒
情
豊
か
に

演
奏
。
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

の
魅
力
を
堪
能
し
た
。

　
プ
ロ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
の
演
奏
に
引
き
続
い

で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て

国
家
権
力
に
よ
っ
て
意
図
的
に

国
民
が
無
知
蒙
昧
と
な
る
よ
う

に
仕
向
け
る
政
策
」
と
定
義
し

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
に
つ
い
て

地
域
包
括
診
療
加
算
に
つ
い
て

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
四
重
奏

初夏に楽しむ
 ジャズ演奏 ジャズ演奏 ジャズ演奏

核戦争防止・核兵器廃絶を訴える
京都医師の会 編
つむぎ出版 刊
本体 2,000円＋税（予定）

医師たちの
ヒロシマ

7月末
発刊予定!!

復刻増補

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 2 0 日 第 2 8 9 9 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
1

新連載



　統合失調症の既往歴のある38歳独身の男性患者である。夫と離婚
した母親と二人暮らしであった。離職中で職場復帰の予定であった
が、焦りと母親の離婚からくる精神不安定があった。復帰予定の１
月前にナイフで喉をきり自殺を図った。傷は入院で治癒し、焦らず
に職場復帰をと考え、週３回のショートデイケアの通所を始めた。
２カ月後、入水自殺未遂を図った。その後、病院精神科の外来に母
親と受診した。落ち着いた様子であり「今は自殺しないように対処
できる」と本人も言っていた。母親からは入院の希望もなかった。
投薬のうえ、感情コントロ－ルができない時は受診するようにと念

をおして帰宅させた。その
後、連絡はなかったが１週
間後、自宅のマンション９
階から飛び降り自殺した。
母親は、病院が何故入院を
勧めなかったのか、何故入
院させなかったのかと厳
しく責め立てた。弁護士に
依頼、約7000万円の損害賠
償訴訟を提起した。

　訴状によれば、飛び降りの７日前の外来診察で医師が入院を積極
的に勧めなかったことが病院の過失としている。患者は入院を拒否
しているし、母親は入院を勧めてもいないのに、である。このよう
な拒否意思の明確な患者に、病院が入院の必要なことを積極的に説
得することは、患者の自由意思を抑圧して決断を迫ることである。
医学的に患者の病態に悪効果を及ぼし自殺企図を促進することにな
りはしないか。二つ目は、精神疾患患者といえども自己決定権があ
り、嫌がる入院を強制に近い形で実現させることは、患者の人権侵
害になるのではないか。患者側弁護士が最も強調しそうな点である
のに、しかるにこの弁護士は入院させないことが病院の診療契約上
の義務違反である。自殺の遂行が間近に迫っているのに入院させな
いことは、病院の不法行為であるとして訴訟を起こしたのであった。
　裁判所は、専門医師の意見を参考にして２回の自殺未遂は、その
背景の精神症状、隠された希死念慮を考慮し、入院治療の説得が最
良の方法ではなかったかと考えると判示したが、それに応じない時
はどうなるのか、病院は何処で免責されるのかの疑問には答えな
い。そして病院の医師達の過失は認めず、患者の請求を全面棄却し
た。
　さて、病院が入院治療・検査の必要な患者がそれを拒否する場合
に患者に入院治療の必要性を十分に説明して「入院治療・検査保留
に関する覚書」の作成の必要性が、課題に登場してきたのである。
どのような文言の文章にすべきか、Ｋ病院では医療安全課担当が出
番を迎え知恵を絞っている。

入院の必要性を　　　
どこまで説明すべきか

基金
国保

９日
（土）

10日
（日） 労災

11日
（月）

○ ◎ ◎（※）

8月のレセプト受取・締切

○は受付窓口設置日、◎は締切日
（※）オンライン請求の場合は10日(日)24:00迄。
　受付時間：基金  午前９時～午後５時30分
　　　　　　国保  午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　労災  午前９時～午後５時

社 保 研

レポート

第652回（5/31）　レセプト画面審査：最近の状況
講師：医療法人社団　依田医院院長
　　　京都府国民健康保険団体連合会　審査委員会会長　 依田 純三 氏

推進される審査事務の効率化とコスト削減
レセプト画面審査の現状とこれからを学ぶ

　
日
常
診
療
に
お
い
て
レ
セ
プ

ト
の
査
定
頻
度
が
多
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
日
々
感
じ
ら
れ
る

こ
と
と
存
じ
ま
す
。
医
療
も
経

済
活
動
の
一
環
に
過
ぎ
ず
と
の

考
え
で
医
療
費
の
抑
制
が
推
進

さ
れ
、
特
に
政
府
の
〝
規
制
改

革
会
議
〞
の
提
言
で
は
審
査
事

務
の
効
率
化
と
コ
ス
ト
削
減
を

強
く
求
め
、
国
保
連
合
会
と
支

払
基
金
の
統
合
を
含
め
、
審
査

の
機
械
化
の
推
進
と
民
間
業
者

の
参
入
、
レ
セ
の
直
接
審
査
を

求
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
レ

セ
プ
ト
画
面
審
査
：
最
近
の
状

況
」
の
演
題
で
、
京
都
府
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
審
査
委

員
会
会
長
で
依
田
医
院
院
長
の

依
田
純
三
氏
の
講
演
が
あ
り
ま

し
た
。

　
提
言
通
り
に
〝
機
械
的
な
ロ

ジ
ッ
ク
〞
審
査
が
飛
躍
す
れ
ば

境
界
線
上
の
課
題
の
多
く
が
画

一
的
に
処
理
さ
れ
、
医
学
的
判

断
は
重
視
さ
れ
ず
審
査
委
員
の

専
門
性
が
制
約
さ
れ
る
な
ど
様

々
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
国
保
で
は
介
護
保
険
な
ど
様

々
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
の

で
、
審
査
支
払
を
切
り
離
し
た

基
金
・
国
保
の
統
合
は
、
逆
に

効
率
性
が
削
が
れ
コ
ス
ト

増
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
す
。

　
厚
生
労
働
省
の
政
策
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
レ
セ
プ

ト
機
械
判
定
（
ロ
ジ
ッ
ク

審
査
）
の
推
進
、
重
点
審

査
の
精
緻
化
推
進
、
審
査

業
務
体
制
の
強
化
、
医
学

的
判
断
を
要
す
る
項
目
の
仕
分

け
、
一
定
点
数
以
上
の
レ
セ
プ

ト
重
点
審
査
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
審
査
の

内
容
と
医
療
サ
イ
ド
の
対
応
と

し
て
は
、

　
①
審
査
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
チ
ェ
ッ
ク
へ
の
対
応

－

診

療
行
為
・
医
薬
品
・
特
定
機

材
・
医
薬
品
適
応
と
用
量
、
医

薬
品
の
禁
忌
と
併
用
禁
忌
、
処

置
と
手
術
・
検
査
の
適
応
・
特

定
保
険
医
療
材
料
の
適
応
と
用

量
な
ど
再
点
検
す
る
。

　
②
縦
覧
点
検
の
内
容

－

同
一

患
者
の
直
近
の
6
カ
月
分
レ
セ

点
検
（
3
カ
月
に
1
回
限
度
検

査
な
ど
）、
医
薬
品
の
点
検
・

診
療
行
為
の
点
検
・
過
去
審
査

歴
、
入
院
と
入
院
外
の
照
合
と

介
護
保
険
な
ど
。

　
③
突
合
点
検
の
内
容
と
対
応

－

処
方
箋
発
行
機
関
と
院
外
薬

局
の
レ
セ
プ
ト
照
合
点
検
（
適

応
症
、
投
与
量
、
投
与
日
数
、

禁
忌
、
併
用
禁
忌
、
7
剤
投
与

と
処
方
せ
ん
料
、
同
一
日
の
院

内
外
処
方
）。
特
に
院
外
処
方

に
は
病
名
漏
れ
が
多
く
、
適
応

症
を
厳
格
に
記
載
す
る
。

　
④
横
覧
点
検
の
内
容

－

同
一

機
関
の
「
入
院
」
と
「
入
院

外
」
を
チ
ェ
ッ
ク
。
今
後
は
、

同
一
患
者
の
複
数
医
療
機
関
に

わ
た
る
請
求
内
容
の
照
合
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。

　
⑤
単
月
審
査
の
内
容
と
対
応

－

一
次
審
査
は
医
学
的
判
断
を

要
さ
な
い
項
目
は
全
て
網
羅
的

に
機
械
判
定
と
な
る
。
必
要
な

ら
医
療
の
実
態
に
即
し
た
症
状

詳
記
や
注
記
を
活
用
す
る
の
が

良
い
。

　
⑥
重
点
審
査
の
対
象
と
な
り

や
す
い
レ
セ
プ
ト

－

平
均
点
数

が
他
の
医
療
機
関
に
比
べ
て
異

常
に
高
い
、
診
療
内
容
が
平
均

に
比
べ
て
極
め
て
濃
厚
、
傷
病

名
が
画
一
的
で
重
複
的
、
傷
病

名
や
疑
い
病
名
が
極
め
て
多

い
、
文
書
注
意
に
対
し
て
改
善

が
な
い
、
査
定
に
無
関
心
で
あ

る
、
予
防
・
研
究
目
的
の
診
療

が
疑
わ
れ
る
、
健
康
診
断
が
疑

わ
れ
る
、
時
間
外
・
休
日
・
同

日
再
診
が
多
い
。

　
⑦
レ
セ
プ
ト
請
求
時
の
点
検

－

レ
セ
プ
ト
病
名
の
羅
列
は
避

け
、
安
易
な
病
名
よ
り
注
記
と

病
状
詳
記
を
活
用
す
る
、
病
名

の
転
帰
、
初
再
診
と
外
来
管
理

加
算
、
特
定
疾
患
療
養
管
理
料

と
併
算
定
不
可
項
目
、
投
薬
は

添
付
文
章
を
確
認
、
同
系
列
薬

品
投
与
、
投
与
量
と
期
間
、
病

名
漏
れ
、
同
一
系
列
の
経
口
薬

と
注
射
薬
併
用
、
抗
生
剤
の
多

用
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
点
滴
、
外
来

患
者
へ
の
点
滴
多
用
、
セ
ッ
ト

　
保
険
医
年
金
の
第
63
次
春
普

及
に
は
、
多
数
の
加
入
申
込
み

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
お
忙
し
い
中
、
生
保
普
及

担
当
者
お
よ
び
協
会
事
務
局
と

面
談
い
た
だ
い
た
会
員
各
位
に

は
、
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
る

と
と
も
に
、
普
及
期
間
中
、
電

話
や
訪
問
が
重
な
っ
た
こ
と
を

お
詫
び
し
ま
す
。

　
結
果
は
、
月
払
48
人
・
3
6

4
口
、
一
時
払
33
人
・
3
4
0

口
と
、
例
年
に
な
い
新
規
加

入
・
増
口
と
な
り
ま
し
た
。
保

険
医
年
金
の
自
在
性
が
、
今
あ

ら
た
め
て
評
価
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
加

入
申
込
み
分
は
、
2
0
1
4
年

9
月
1
日
付
加
入
と
な
り
、
加

入
者
証
は
10
月
上
旬
に
協
会
よ

り
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
今
し

ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。
な

お
、
加
入
・
増
口
分
の
掛
金

は
、
8
月
引
去
り
の
9
月
掛
金

か
ら
と
な
り
ま
す
。
一
時
払
に

つ
い
て
は
、
お
送
り
し
た
振
込

依
頼
書
（
京
都
銀
行
取
扱
い
）

に
て
、
8
月
1
日
（
金
）
ま
で

に
各
自
お
振
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
次
回
、
第
64
次
秋
普
及
は
、

9
月
1
日
（
月
）
よ
り
10
月
25

日
（
土
）
ま
で
を
加
入
受
付
期

間
と
し
、
2
0
1
5
年
1
月
1

日
付
加
入
と
な
り
ま
す
。
新
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
8
月
末
日
と

9
月
20
日
号
本
紙
に
同
封
し
て

発
送
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お

申
込
み
下
さ
い
。

春
普
及 

例
年
に
な
い
加
入
・
増
口
に

　 

秋
普
及
は
9
／
1
か
ら 

　

保険医年金

参加ご希望の場合は、TEL・FAXですぐに申込みをお願いします！

第67回 定期総会
日時

場所

内容

7月27日 日  午後 1 時～午後 7 時頃
ホテルグランヴィア京都 3F「源氏の間」

①2013年度活動報告ならびに決算報告　②2014年度活動方針（案）ならびに予算（案）　③規約改正（案）

（会員：1,000円、家族・従事者：5,000円）

演 題　「言葉の力」
講 師　京都産業大学総合生命科学部教授　歌人・京都大学名誉教授 永田 和宏 氏

2. 講演会 午後 3 時10分～ 4 時50分

3. 懇親会 午後 5 時～ 7 時頃

1. 第67回定期総会 午後 1 時～ 3 時

第187回定時代議員会合併

（JR京都駅中央口）

（ ）チアリーディング・ワイン
テイスティング・福引き

検
査
は
画
一
を
避
け
、
網
羅
的

で
な
く
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
こ

と
、
注
記
と
病
状
詳
記
の
活

用
、
返
戻
は
必
ず
目
を
通
し

て
、
疑
義
が
有
れ
ば
再
審
査
請

求
を
す
る
な
ど
が
主
旨
で
し
た
。

 

（
西
京
・
濱
本 

康
平
）

＜協会事務局休務のご案内＞　8月 15日（金）～16日（土）　※協会事務局は上記の期間、夏季休務とさせていただきます。ご了承下さい。

莇
　 
立 
明
（
弁
護
士
）

医
療
訴
訟
の
傾
向
に
つ
い
て
思
う
こ
と 

⑦

レ
セ
プ
ト
審
査
状
況
と
今
後
の
動
き

を
解
説
す
る
依
田
氏

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 2 0 日第 2 8 9 9 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 6 )


